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１. はじめに 

 

国内外の日本語教育の推進のため、ICT（情報通信技術：Information & Communication 

Technology）を活用した日本語教育の取組が様々な機関・団体により実施されている。オン

ラインやオンデマンド等の遠隔教育や、教室内でのタブレット使用等の ICT を活用した教育

活動も多様化し、日本語の学習機会や学習方法も拡大してきている。ICT の活用により、地

域差はあるものの、日本語教育にアクセスできる環境が整えられつつあるなど利点がある一

方で、ICT を活用した教育実践においては課題も指摘されている。 

 

日本語教育を希望する学習者が効率的かつ効果的な学習方法を選択できるようにするなど、

ICT を活用した教育機会を得られるよう環境整備をしていく上で、地方公共団体及び教育機

関が備えておくべき条件や、日本語教師が習得すべき知識・技能、学習者側においても必要

となる ICT スキルや事前研修の内容などについて今後検討し示す必要がある。 

 

本報告は、日本語教師養成・研修における遠隔教育も含めて、日本語教育において ICT 教

育の活用を一層推進するために必要となる検証・改善点等について検討を行うとともに、ICT

を活用した日本語教育の現状と課題、そして更なる推進のための検討の観点を示す。 

 

 

＜日本語教育の推進に関する法律（令和元年法律第四十八号）＞ 

 第 3 条 日本語教育の推進は、日本語教育を受けることを希望する外国人等に対し、その希望、

置かれている状況及び能力に応じた日本語教育を受ける機会が最大限に確保されるよう行われな

ければならない。 

 

＜日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針（令和 2 年

6 月 23 日閣議決定）より一部抜粋＞ 

「ＩＣＴを活用した遠隔教育等の先進的取組を支援」「日本語教室空白地域等に在住し、日本語

教室に定期的に通うことが困難な外国人等のために、生活場面に応じて日本語を自習できる日

本語学習教材（ICT 教材）の開発を進め、提供を行う」「ＩＣＴを活用した遠隔教育等の効果的

な教育方法等の日本語教育推進の課題に対応した調査研究を実施」 

 

＜共生社会の在り方及び中長期的な課題について 

（外国人との共生社会実現のための有識者会議意見書 令和 3 年 11 月）より一部抜粋＞ 

 ア 外国人が生活のために必要な日本語等を習得できる環境の整備 

(ｳ) オンライン講座等の実施 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機として、各地の日本語教育機関においてオンライ

ン授業が広まり、遠隔地や海外からの学習者の参加がみられるなどの効果があった。また、場所

を選ばず、時間や費用面での負担も比較的少ない等のオンラインの特性をいかし、対面講座とオ

ンライン講座を組み合わせることにより、学習効果を更に高めることも可能である。これらを踏

まえ、国等においては、既存のＩＣＴ教材開発の知見もいかしながら、最大限の効果を上げるこ

とができるようオンライン講座等の実施を検討する。 
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２．検討の背景等  

 

（１）検討の背景 

 

〇 新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、国内の法務省告示日本語教育機関 1は、原則

対面による教育のみ認められる外国人留学生に対する日本語教育のコースを実施できなく

なった。更に、令和２年度に実施された政府の入国制限等の影響により、入国できない外

国人留学生が増加の一途をたどり、来日前の海外での待機期間が長期化した。令和 3 年 

11 月からの水際対策に係る新たな措置により、段階的に外国人留学生の受入れが開始さ

れたものの、多くの法務省告示日本語教育機関は、２年以上にわたって留学生の受け入れ

が実質的に停止するという大変厳しい状況にあった。 

 

〇 新型コロナウイルス感染症の影響の長期化を受け、一部の日本語教育機関では例外的に

オンライン教育の取組が始まりつつあったものの、これまで留学生等に対し、原則対面に

よる教育を提供してきていたため、その実践は限定的であった。一方、入国を待ち海外で

待機する外国人留学生に対するオンラインによる日本語教育の提供にあたっては、対面同

様の質の高い日本語教育をオンライン環境において実現することが求められていた。 

 

〇 文化庁は、令和３年度補正予算事業として、入国が困難な外国人留学生等への日本語教

育環境を構築するため、法務省告示日本語教育機関の協力を得て、オンラインを活用した

日本語教育実証事業 2を実施した。この事業を活用し日本語教育機関は多様なオンライン

日本語教育を展開し、日本語教師に対してオンライン実践研修等が実施された。この事業

が多くの日本語教育機関が ICT を活用した日本語教育に取り組む一つの契機となったと言

える。 

 

〇 地域における日本語教育においても、コロナ禍で地方公共団体やボランティアにより実

施される日本語教室の多くが活動停止を余儀なくされた。こうした状況を受け、文化庁で

は、都道府県・政令指定都市を対象とする補助事業である地域日本語教育の総合的な体制

づくり推進事業の中で、オンラインによる日本語教育の推進を図った。こうした動きによ

りこれまでオンラインを活用していなかった地域においても、オンラインによる日本語教

育機会提供が行われるようになった。 

 

 

 
1 法務省告示日本語教育機関とは、外国人留学生を対象に専ら日本語教育を行うことを目的とした機

関。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、緊急的な措置として、オンラインによる授業の実施につ

いて、教育課程の一部とみなすことを認めた。令和 5 年５月８日以降、５類感染症となったことを踏まえ、令

和５年６月９日で措置を終了している。 
 

2  ウィズコロナにおけるオンライン日本語教育実証事業 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/93923301.html
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〇 それまで、北海道などの豪雪地域におけるオンラインを活用した冬季日本語教室の取組、

島 嶼
し ょ

部に対するオンライン日本語教育、就労する外国人が多い地域での e ラーニングや日

本語学習サイトの開発等、一部地域で ICT を活用した試みや計画は行われていた。しかし、

全国的な展開には至っておらず、地域における日本語教育においては対面による教育活動

が一般的であった。 

 

〇 現在、地域における日本語教育では、対面による日本語教育の機会提供が再開されてい

るものの、一部の地域では、オンラインの活用が域内のニーズや学習者の個々のニーズ等

に合っているといった理由で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が落ち着いた後も継

続されている。 

例えば、日本語教室がない空白地域に居住する外国人住民に対して、地方公共団体がオ

ンラインによる日本語教育を提供するサービスを開始したり、e ラーニングを活用した日

本語学習ツールを開発・利用したりするなど、自身の活動地域の特徴とオンライン等の ICT

技術の特徴を生かした取組が進んでいる。 

 

〇 令和 4 年２月にウクライナへの侵攻が始まったことを受けて開始された、ウクライナ避

難民受入れ支援 3においても、日本語教育が提供されていない地域に居住した、日本語学習

を希望する避難民に対して、オンラインによる初期日本語教育プログラムが提供された。

また、条約難民に対する日本語教育についても、従来は首都圏に転居して対面による研修

を受けていたが、オンラインによる授業を選択できるようになり、全国どこからでも日本

語教育を受けることが可能となっている。 

 

〇 このように、新型コロナウイルス感染症の拡大・長期化が日本語教育における ICT の活

用の推進のきっかけとなった。コロナ禍を経て、ICT を活用した日本語教育の実施は、も

はや一般化し、学習方法を選択できる機会が増えている。大学や留学生を対象とする日本

語教育機関は、対面を原則とする平時の状況に戻りつつあるものの、課題の提出や学習管

理における LMS（Learning Management System：インターネット上の学習管理システ

ム）の活用、学習者への連絡・周知における SNS の活用、個人カウンセリングや教師間の

連絡会議等へのオンラインの活用など、目的に応じて多様なツールを活用するようになっ

ている。 

 

〇 ICT を活用した日本語教育には、同期型・非同期型の学習形態があり、映像・放送等に

よる非同期型のオンデマンド型、オンラインを活用した同期型・同時双方向型、対面によ

る指導と組み合わせたハイブリッド型、学習者が対面かオンラインかを自由に選択できる

ハイフレックス型など、その活用方法も多様化している。また、一斉授業、個別学習、協働

学習など、その教育活動の目的に応じて選択的に活用することも可能になってきた。 

 

 
3 政府の難民・避難民に対する日本語教育（令和 4 年度） 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/taikai/r04/pdf/93855301_41.pdf
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〇 日本語教師養成・研修においても、ICT を活用した日本語教育や著作権等が養成段階の

日本語教師に求められる「必須の教育内容 4」に盛り込まれ、日本語教師の専門性の一つと

して ICT を活用した教育実践に必要な知識を身に付けることとなっている。また、現職日

本語教師に関しても初任・中堅・主任研修 5においても、ICT を活用した教育について学ぶ

ことができるようになっている。 

 

〇 また、「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する

法律」6が令和５年に公布され、令和６年 4 月に施行されることとなり、日本語教育機関の

認定制度と認定日本語教育機関で働く日本語教員の資格が新たに創設されることとなった。

この制度で認定される日本語教育機関のうち、就労のための課程や生活のための課程を置

く日本語教育機関においては、教育課程の一部を通常授業を行う教室等以外の場所で多様

なメディアを高度に利用して行うことが認められている。このほか、登録実践研修機関及

び登録日本語教員養成機関においても、オンライン授業やオンデマンドなど ICT を活用し

た教育が認められることとなった。 

 

〇 教育への ICT の活用については、総務省が 2017 年に発行した「教育 ICT ガイドブッ

ク」7で学校現場の ICT 環境について実証研究を行い、教育 ICT 先進事例や手順等をまと

めているほか、文部科学省においても GIGA スクール構想に基づく１人１台端末の整備が

概ね完了し、全国の学校では端末を活用した様々な実践が生み出されているなど、教育の

情報化を推進している。外国人に対する日本語教育における ICT の活用については、これ

まで国の審議会等における検討は行われてこなかった。 

 

〇 海外の日本語教育については、2021 年度国際交流基金の海外日本語教育機関調査 8によ

ると、海外の日本語教育機関のうち 63.1％がオンラインでのコースを提供しており、特に

高等教育機関あるいは一般成人対象の日本語教育機関で積極的に導入されている。特に中

東・中米のオンラインの実施率は 9 割を超えている。 

 

〇 このような日本語教育の転換期を経て、多様な教育方法を選択できる状況が一般的にな

る中で、ICT を活用した日本語教育の在り方について、日本語教育の現状と課題、そして

更なる推進のための検討の観点を示すこととする。 

 
4 必須の教育内容とは、「日本語教育人材の養成研修の在り方について（国語分科会報告）改定版」に示さ

れた日本語教師の養成において必ず実施すべき教育内容を指す。 
5 文化庁委託事業「現職日本語研修プログラム普及事業」において実施。 
6 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律（令和５年法律第

４１号） 
7 総務省は 2017 年に主に学校教育におけるクラウドを中心とした ICT 環境の整備・運用を進めるため、 
「教育 ICT ガイドブック」を発行している。 
8 独立行政法人国際交流基金が世界の日本語教育の現状を正確に把握するために、3 年おきに実施してい

る調査 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/hokoku/pdf/r1393555_03.pdf
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/jinzainokenshu_boshu/92398001.html
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=505AC0000000041_20240401_000000000000000
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=505AC0000000041_20240401_000000000000000
https://www.soumu.go.jp/main_content/000492552.pdf
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/survey/result/
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（２）ICT を活用した日本語教育の効果・利点 

 

〇 ICT を活用した日本語教育の取組の拡大により、国内・海外あるいは行政区内・区外と

いった場所の垣根を超え、日本語学習を希望する者が日本語教育にアクセスしやすくなる

とともに、従来型の対面による学習以外にも日本語学習方法は多様化し、ICT を活用する

ことで、学習方法の選択肢が広がることとなる。 

 

〇 例えば、ICT を活用した日本語教育は、オンライン（同時双方向）型から始まり、その

後、反転授業（予習・復習でのオンライン教育の活用による、予習・復習を前提にした授

業）など非同期型や、対面による指導とオンライン（同時双方向）型を組み合わせたハイブ

リッド型、学びの選択肢を広げたハイフレックス型、AI を活用した教育へと多様化が進ん

でいる。 

 

〇 学習アプリやデジタル教材のほか、LMS や e ラーニングツールなどの開発に取り組む教

育機関も出てきた。オンデマンド教材の充実や LMS の活用により、学習者の自律学習が促

進される。オンライン環境整備により教室内に限らず授業が可能になり、課題提出・添削

返却や授業報告もオンラインになるため、移動時間や資料印刷等の授業準備及び授業報告

等の負担の軽減につながると期待されている。 

 

〇 地域における日本語教育では、日本語教室の開催場所の確保が課題になることが多いが、

オンラインを活用することで、場所を選ばず、時間や費用面での負担も軽減される。また、

在住地域に制限されることなく教育を受けられる、移動時間が発生しない等、環境整備・

学習機会の確保に資するものである。 

日本語教師や日本語学習支援者にとっても、オンラインを活用すれば行政区域を越えて

日本語学習を希望する外国人とマッチングが可能となり、日本語教育人材の確保の面でも

有効であると考えられる。 

 

〇 新型コロナウイルス感染症拡大が落ち着きを見せ、日本語教室が再開され、対面による

教育が戻ってきているが、日本語教室がない空白地域に居住する外国人住民に対して、自

治体がオンラインによる日本語教育を提供するサービスを継続・開始したり、e ラーニン

グを活用した日本語学習ツールの開発・利用が進むなど、ICT を活用した日本語教育の取

組は継続している。 

 

〇 日本語教師養成・研修においても、ICT を活用した日本語教育や著作権等が養成段階の

日本語教師に求められる必須の教育内容に盛り込まれ、日本語教師が身に付けるべき知識・

技能となった。また、現職日本語教師に対する初任・中堅・主任教員研修等においても、

ICT を活用した教育について学べるようになっており、更にこのような研修のオンライン

開催が一般的になったことから、以前に比べ研修受講機会を得やすくなっている。 
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〇 大学等の高等教育機関においては、海外の教育機関と連携しオンラインを活用した国際

協働学習 COIL（Collaborative Online International Learning）がコロナ禍により改め

て注目され、日本語教育や日本語教師養成課程においても、オンライン環境を生かした学

習デザインが行われるようになった。 

 

〇 留学生に対する日本語教育を行う機関が、オンラインによる来日前日本語教育プログラ

ムを海外の日本語学習者に対して実施することにより、入国後の教育と継続性のある、一

定の質の教育機会が海外の学習者にも広く提供でき、留学生の動機付けにも効果が見られ

た。特に日本語学校等がない国・地域の日本語学習者に対して、日本から日本語教師によ

る授業を配信・提供したことは、日本語教育機関にも海外の学習者にも大変意義を感じら

れる取組となった。 

 

〇 海外における日本語教育では、ノンネイティブ日本語教師が多く活躍している現状にあ

り、日本人日本語教師が少ない地域も多い。そのため、海外の日本語学習者に対して、日本

人日本語教師が日本からオンライン等を活用し、日本語教育を届けることは海外学習者の

日本語能力の向上だけでなく、日本語学習の動機付けや日本語・日本文化への興味関心を

喚起することにもつながった。 

 

〇 学習効果の面からは、反転授業の実施により、授業設計を新たにし（例：コミュニケー

ション能力を高めるための時間数の拡大等）、学習効果が高まり、学習者間の日本語能力差

の解消にも効果が見られた。また、同時双方向性のあるオンライン環境を整えることによ

って、遠隔地においても対面授業と同等の教育効果の授業を実施することができる。多様

な ICT 教育素材とオンライン教育手法を組み合わせることで学習者の興味関心を高めると

ともに教育効果を挙げることができる。 

 

〇 オンライン型の活用により、日本語教師が在宅で日本語教育や学習支援に参画すること

ができるようになり、居住地域に関わらず、専門性を生かした多様な働き方を選択できる

ようになっている。また、日本語教育の担い手として、これまで関わっていなかった地域

の日本人住民や企業・事業者の職員等も日本語教育の活動に参加しやすくなった。更に、

大学生や高校生等といった様々な人の参加機会が増え、学習者にとっては日本社会との接

点を今まで以上に持ちやすくなった。 
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資 料 ４ 

国語分科会 (R6.3.11) 

（３）ICT を活用した日本語教育の課題 

 

【教育環境・IT スキル面等について】 

 

〇 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、急激に需要が高まった ICT を活用した教育

だったが、日本語教師・日本語教育機関・学習者にデジタルデバイドの問題が発生した。 

 

※デジタルデバイド：コンピュータやインターネットなどの情報技術（IT：Information 

Technology）を利用したり使いこなしたりできる人と、そうでない人の間に生じる、貧富

や機会、社会的地位などの格差、個人や集団の間に生じる格差と、地域間や国家間で生じる

格差がある。 

 

〇 さらに学習者だけでなく日本語教育機関や教師側にも、機材や Wi-Fi 環境の整備などの

コストが生じ、そのことが教育機会の格差につながった。学習者側では、スマートフォンで

オンライン・オンデマンド等の授業を受ける者が多く、学習効果に影響を及ぼした。また、

デジタルネイティブであっても、ICT を活用した学習には不慣れな側面もあり、教師・学習

者双方に ICT 活用の環境及びスキルの面で困難があり、負担となった。 

 

〇 オンライン教育に対応できる日本語学習教材の開発・普及が十分ではなく、日本語教育

機関や日本語教師が活用できる教材・教具が不足していた。そのため、オンデマンド教材や

文字学習アプリ、LMS などの開発に時間的・金銭的コストが生じた。また、開発された教

材を広く活用できるような仕組みづくりも十分とは言えない。 

 

〇 日本語教育機関や日本語教師養成機関が ICT を活用した教育を行う際、機材やインター

ネット環境、システムの不具合等による中断など、度々受講環境が損なわれるといったトラ

ブルが生じたケースがあった。 

 

〇 ICT の活用に当たって、日本語教育機関及び日本語教師に著作権に関する知識・情報が

大きく不足している。何を手掛かりに情報を得ればよいかも分からず、現職日本語教師に

対する著作権に関する研修機会も少ない。 

 

〇 教室内の活動の中で、学習者自身が ICT を活用した学びに取り組めるよう、教育環境の

整備を行うとともに、教師も学習者が学習リソースとして授業内で ICT を活用した学習デ

ザインが行えるよう研修を行い、指導力を一層向上させる必要がある。 

 

○  地域における日本語教育においても、ICT の活用については関心が高まっているが、オ

ンライン日本語教育を行う地方公共団体からは、活用のための人材やノウハウの不足が指

摘されている。また、総務省が行った「外国人の日本語教育に関する実態調査―地域にお

ける日本語教育を中心として―」（令和５年１月結果公表）においても、こうした現状が報告され

た。また、この調査結果を受け、総務省は文部科学省に対し、特に市区町村に対するノウハウ提

供を行うよう、意見の通知を行った。 
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資 料 ４ 

国語分科会 (R6.3.11) 

 

【教育内容・方法や教育効果等について】 

 

〇 指導上の課題として、オンラインでは、「大人数での授業の場合、一方的な説明となりや

すく学習支援が難しい」、「手元が見えないため、読み書きの授業の場合、何に困っているか

分からない」など受講者とのコミュニケーションが困難な面があるほか、クラス定員につい

ても、対面に比べて少人数での対応が必要になるといったクラス運営で特段の配慮を要する

ことがある。 

 

〇 ICT を活用した日本語教育では、オンデマンドやオンラインでの教育は対面指導に比べ

て、学習者・受講者のモチベーションの維持が難しい面がある。 

 

〇 毎日数時間集中的に日本語教育を行うようなプログラムの場合、オンラインによる指導

よりも対面による指導の方が学習効果が高くなるなど、コース設計によって ICT 活用の効

果には違いがあることにも配慮が必要である。 

 

〇 対面を想定した日本語教育のコースカリキュラムをそのままオンライン等で実施した際

に、教育方法や効果に影響が生じた。例えば、クラス人数や発音・文字指導、一人当たりの

発話量や個別の学習状況の把握、評価などにおいて様々な課題が生じることとなった。 

 

〇 ICT を活用して学習者の学習データを蓄積し、学習者のつまずきの要因分析や、つまず

きの予測などに活用するなど、指導内容の改善に資する活用方法を検討する視点も必要で

あるが、そういった活用にまで至っていない。 

 

〇 地域における日本語教育では、地域における外国人住民の孤立を防ぐと言う観点から、

日本語教育の手法として地域の日本人住民との交流活動を盛り込むなど、日本語教育の場と

しての機能だけでなく、人間関係構築や居場所としての機能を重視しているケースがある。

その場合、オンラインから対面による指導への移行や組み合せを行うなどの対応が必要とな

る。このようにオンラインのみならず複合的な学習環境の設計を行うことが望ましい。 

 

〇 日本語教師について、従来、ICT を活用した教育に関する研修を受けておらず、ICT を

活用した教授スキルを身に付けていない教師が多い現状がある。日本語教師にはオンライン

の活用のための知識・技能の獲得が必要であるが、ICT スキル研修の受講機会が十分に確保

されているとは言えない。 

 

〇 日本語教師養成において、実際に外国人に対して日本語指導を行う実践研修（教育実習）

の模擬授業や教壇実習の際に、オンラインのみを研修における実践とするケースがある。し

かし、オンラインのみの指導経験では実際の対面教育を行う際の影響が大きいことが懸念さ

れることから、対面による実践を含むことを必須とすべきである。対面かオンラインかの選

択ではなく、対面に加えてオンラインによる指導も経験することが望ましい。しかし、現在

ICT を活用した実践研修のノウハウは十分に蓄積されておらず、指導方法を含む実践研修

担当講師の育成研修はあまり行われていない状況にある。 
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資 料 ４ 

国語分科会 (R6.3.11) 

〇 日本語教育機関が同期型の日本語教育プログラムを海外に向けて実施する際には、時差

対応が必要となり、学習者の利便性に応えるために、通常業務ではなく、深夜や早朝といっ

た時間帯に日本語指導を行うなど、日本語教師の負担が増すことから、日本語教師の労働環

境の観点からも留意すべきである。  
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資 料 ４ 

国語分科会 (R6.3.11) 

３. ICT を活用した日本語教育に関する検討の観点  

 

（１） ICT の活用は、日本語教育の普及及び環境整備の観点から有効であることから、対面

による教育との違いにも留意しつつ、また教育効果を高めることを前提として、今後

も一層推進するべきではないか 

 

〇  オンラインを中心とした ICT を活用した日本語教育は、遠隔地域の学習者をつなぎ、日本語を

学びながら外国人・日本人住民間のネットワークの構築や情報交換の場としても有効に機能する

ことから、オンラインの活用等も含めた環境整備を推進することが望ましい。そのためには、教室に

通うことができない学習者に対し、ICT を活用してオンライン等による日本語教育機会が提供でき

るよう検討することが必要である。その際、学習者にインターネット等の環境があるとは限らないた

め、学習環境への配慮が必要となる。  

 

〇 一方で、日本語教室は、日本語に通じない外国人にとって日本語の勉強だけでなく、日本社会

へつながる居場所としての副次的な役割も持っている。地域住民と共に日本語学習を進める中で、

少しずつ地域社会に馴染み、社会参加につながるよう、日本社会側との調整を行う場でもある。オ

ンラインによる日本語教育プログラムにおいても、その意義が失われることがないよう、プログラム

の設計や学習環境の整備、コース運営に配慮が必要である。 

  

〇 対面による学習に比べて、教材や教具に工夫が必要となり、クラスの規模についても一定の配

慮が求められるが、中山間地域や島 嶼
し ょ

部、寒冷積雪地等、学習環境の整備に課題を持つ地域に

おける継続的な学習機会の確保にはオンライン等を活用した遠隔教育が有効である。 

 

〇  教育内容及び教育方法、学習時間については、多様な選択肢があり、必ずしもその全てを対面

授業による学習として想定しなくてもよい。働きながら日本語を学ぶ場合には、授業による学習と

並行して、インターネット上の学習コンテンツなどオンデマンドを活用した自学自習を組みあわせた

柔軟な学習を想定することもできる。 一方で、コミュニケーション能力を育てる日本語教育におい

ては、オンデマンドで動画を視聴する教育プログラムのみとすることは適切ではなく、それに加えて

学習の進捗状況の確認やフィードバックを行うなど、様々な手法を活用して教育効果を高めるとい

う日本語教育プログラムの前提に立ち、オンラインの活用を行うことが求められる。 

 

〇  海外からも希望すればオンラインで日本の日本語教育機関の授業を受けられるようになっていく

ことが期待される。海外と国内の日本語教育は密接不可分な関係にあり、国内外の人の移動や教

育の接続や連携といった観点が今後ますます重要になる。 

 

〇   国には、地方公共団体による ICT を活用した日本語教育を推進するため、地方公共団体のオ

ンライン活用の実態の把握やノウハウの普及、日本語教育人材の育成支援など積極的な普及・

啓発が求められる。 
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資 料 ４ 

国語分科会 (R6.3.11) 

 

〇   学習者が課題提出や教室活動において、ICT を活用した学びが行えるよう、これまでの指導方

法にとらわれることなく、新たな指導・方法論を確立していく必要がある。 

 

〇   日本語教育機関には、日本語教師及び学習者が日々の教育活動の中で、効果的に ICＴを活

用した学習が行えるよう、教育環境を充実させていくことが求められる。 

 

〇  なお、日本語教育機関の認定基準では、対面による教育を受けるために来日する留学生を対象

とする留学のための課程においては、遠隔授業は認められていない。一方、就労や生活のための

課程においては、学習者の就労や生活と日本語学習との両立に寄与すると考えられることから、対

面に相当する効果がある同時双方向の遠隔授業が総時間数の４分の３まで実施可能とされた。こ

のため、教育機関は同時双方向の遠隔授業を盛り込む授業設計ができるように準備しておくこと

が必要であろう。日本語のニーズに質・量ともに応えていくため、将来的にはフルオンラインによる

教育プログラムの実施についても検討が必要ではないか。また、ICT 技術の発達により、学習教材

等の多様な方法の活用が期待されるが、一方で、認定日本語教育機関の授業として適切である

かという観点で、盛り込む方法等を検討することが望ましい。 
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資 料 ４ 

国語分科会 (R6.3.11) 

 

（２） ICT を活用した日本語教育の効果を具体的に明らかにする必要があるのではないか 

 

〇 ICT を活用した日本語教育プログラムの実施上の課題や、学校や企業などとの連携体制の在

り方、日本語教育人材の配置、日本語教育の予算やオンラインを含む学習方法の効果などの課

題について、具体的な事例やデータが少ないことから、今後更なる検討を行っていくことが必要

である。 

 

〇 従来のような対面での授業をしている場合と比べて、日本語能力が言語活動別にどのように向

上し効果・成果が具体的にどの程度あったのかの調査・検証が必要である。どういった点におい

てオンライン学習がより優れているのか、これまでの対面と同程度なのか検証をすべきである。 

 

  〇 日本語レベルや言語活動・教育活動の内容によっては、ICTの活用より対面による教育効果が

高い場合もあるのではないか。また、ICT を活用した教育手法による違いなど分析の観点は多

岐にわたることから、詳細な調査・分析が必要である。 

 

〇 ICT を活用した場合、対面と比べて学習者の脱落等はどの程度であったかを含めて継続率等

に関する分析が必要である。 

 

〇 ICT を活用した教育方法として、同期型・非同期型、ハイブリッド等の組み合わせ方式など、目

的に応じた様々な教育実践を検討・整理し、教育効果を検証し示していくことが必要ではないか。

また、ICT を活用した教育と対面による教育が組み合わされた形も検討していく必要がある。 

 

〇 LMS を活用したことによる教育管理における効果や、学習者・教師への影響などについても、

ICT を導入することによる効果が期待できる。 直接の教育方法以外の教育に関する仕組みに

ついても、ICT を活用した日本語教育に含み、効果検証をすべきである。 

 

〇 ICT を活用した言語活動別の日本語教育実践において、仮に課題が見つかったとしても、ICT

の活用の可能性を否定するのではなく、どのようにしたら課題を克服できるか、より良い方法を

模索し続けていくことが必要である。 
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資 料 ４ 

国語分科会 (R6.3.11) 

 

（３） ICT を活用した日本語教育の実施に際しては、日本語教育機関が一定の基準・規定を

設けた上で、教育効果が十分見込まれるように実施すべきではないか 

 

 〇 ICT を活用した日本語教育の手法は多様化しており、同期型・非同期型あるいはハイ

ブリッド型やハイフレックス型など、日々進化している。一定の質の日本語教育を提供

する立場にある機関においては、一定の基準や受講の要件を明確に設定した上で、実施

するよう指導が必要ではないか。 

 

 〇 放送による通信授業や e ラーニング等は、対面授業における話し合い等の時間が含ま

れないが、学習者間のコミュニケーションや教師への質問などが十分にできるよう基準

を定める必要があるのではないか。 

 

 〇 ICT を活用した日本語教育における評価の方法についても、公平性・公正性が保たれ

るよう留意して実施できることを確認する必要があるのではないか。 

 

 〇 学習者や受講者の ICT スキルや、インターネット環境、PC 等の機材の性能への配慮

が必要になる。 
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資 料 ４ 

国語分科会 (R6.3.11) 

 

（４） ICT を活用した教育実践を行うことができる日本語教師の養成・研修が急務であり、

特に実践研修担当教員の育成プログラムが必要ではないか 

 

〇 日本語教師の ICT リテラシーの有無の差等から生じる問題によって、ICT を活用した教

育実践がなかなか普及していかない現状がある。研修は日本語教師のスキルに応じて段階

別に設計していく必要がある。 

 

〇 オンラインで日本語を指導することも想定し、教壇実習においても対面授業とオンライン授業の両

方ができることも重要であり、今後オンラインでの実習について、その具体的な在り方も含め検討

することが必要である。 

 

〇 オンデマンドで日本語を学ぶ場合、日本語教師による定期的な学習状況の確認を行うことにより

自学自習の効果を高めることができる。日本語教師は単に教室で対面の指導を行うだけでなく、

学習を側面から効果的に支える役割を果たすことも求められる。 

 

〇 養成段階で必要な ICT に関する教育内容や求められる資質・能力については、教授技術的な点 

に留まらず、本質的な要素を組み込んだ教員養成となるよう示していかなければならない。 

 

〇 ヨーロッパ言語共通参照枠 補遺版を踏まえて行われた「日本語教育の参照枠（報告）」の見直 

しのための課題の検討に際して取り上げた「仲介能力」や、「異文化間能力」の育成に当たっては、 

ICT の活用を踏まえた言語活動を視野に検討する必要がある。また、ICT を活用した教育の効果 

は、いわゆる言語活動別の日本語能力の伸長とは異なることにも留意が必要である。 
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資 料 ４ 

国語分科会 (R6.3.11) 

 

 

（５） ICT を活用した教育を普及するためには、活用できるデジタル教材やアプリなど、

学習支援ツールや LMS の開発・普及が必要ではないか 

 

〇 オンライン授業では、教材やイラストの利用等に関する著作権の知識や著作物への配慮が必

要になる。著作権に関する基礎的な研修は近年少しずつ日本語教師養成研修等でも行われる

ようになっているが、十分ではない。養成段階の日本語教師のみならず、現職の日本語教師に

対する研修機会の充実が急務である。 

 

〇 オンライン授業の課題として、動画等のコンテンツの開発・作成が挙げられる。オンラインのメリッ

トを生かすには、学習者が自学自習するための動画等コンテンツを日本語教育プログラムに沿

って作成し、オンデマンドで提供することが有効であるが、各機関が開発した動画コンテンツが

今後どのように共有されていくのか、権利上の課題も含め、検討していけると良い。 

 

  〇 国内外で日本文化や日本語に興味関心を持つ日本語学習者を増やすための魅力的な学習

コンテンツの開発が望まれる。同時に、学習者が日本語教材以外にどのようなコンテンツを活用

して日本語学習を行っているのかを知ることも必要である。学習リソースに関する調査を行い、

日本語教育に有効なコンテンツを把握し、日本語能力別に情報提供するなど、日本文化や日本

語学習に有効なコンテンツの活用を促進することも検討すべきではないか。 

 

〇 ＩＣＴを活用した日本語教育の実施にＬＭＳやラーニングシステムは、学習者管理・教育管理の

観点で有効であるが、学習者がシステムを理解し使いこなすためには、システム説明等のため、

媒介語の活用が必要となる。しかし、ＬＭＳやラーニングシステムが、システム上で多言語化され

ていれば、媒介語を介した対面での説明は不要になる。こういったＬＭＳやラーニングシステムの

開発・普及の促進が必要である。 
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４. おわりに 

   

この報告は、日本語教育及び日本語教師養成等において ICT を活用した教育を一層推進す

るために、現状と課題を踏まえた調査・検証の必要性について審議し、ICT を活用した日本

語教育の更なる推進に向けた検討の観点を示したものである。 

 

今後、この報告で整理した観点について、必要に応じて詳細な調査・ヒアリング等を実施

し、関係機関・団体等の意見も踏まえ、更に検討していくことが必要である。その際、検討を

進めるに当たって留意すべき事項や、今後期待される対応について、以下に挙げる。 

 

この報告が今後の具体的な検討に役立ち、ICT を活用した日本語教育の更なる推進につな

がることを期待する。 

 

 

（１） 検討を進めるに当たって留意すべき事項 

  

  〇 ICT を活用した日本語教育について検討する際に、教育効果の検証・分析は必要だ

が、一方で日本語教育を必要とする地域・対象にどのように教育を届けるかという環

境整備は喫緊の問題であり、スピード感を持って取り組む必要がある。 

 

  〇 教育効果の検証・分析に際しては、対象だけでなく、日本語教育の目的や目標、教

育方法に応じて細かく調査・検証を設計する必要がある。教育方法も同期・非同期の

別だけでなく、その組み合わせや新たな教育方法が生まれつつある中、国内外の先進

事例を参考に行うことが望まれる。 

 

〇 対面の代わりにオンラインによる指導を行うのではなく、現代社会に必要なオンラ

インによるコミュニケーション能力を高めるために ICT を活用した教育を行うといっ

た発想の転換が必要になる。コミュニケーションの在り方もオンライン特有のものが

あることに留意し、オンラインだからこそできる指導の在り方を検討していくことが

求められる。 

 

  〇 ICT 技術の進歩は速く、情報は瞬く間に古くなっていく。そのため、調査・検証を

行う間においても、国は現場の教育者に学びの機会を提供し、先進事例や優良事例を

普及していくことができるように教育機関が行う研修や教育モデル開発等を推進・支

援していくことが必要である。 
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（２） 今後期待される対応について 

 

① ICT を活用した日本語教育の教育効果の検証 

② ICT を活用した教育を実践するに当たっての条件等の整理 

③ ICT を活用した教育を実践するための日本語教師に求められる資質・能力等の整理 

④ 日本語教育に活用できる ICT ツールやリソースの開発・普及 

⑤ 教育機関における ICT 教育環境の充実 

⑥ ICT を活用した生活・留学・就労等の各分野における日本語教育プログラムの開発 
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<１：ICT を活用した日本語教育の事例＞ 

 

 ICT を活用した日本語教育の検討に資するため、いくつかの事例について示す。 

 

（１） 地域における日本語教育の取組 

 

① 自治体間の連携協定によるオンライン日本語教室  

② 島 嶼
し ょ

部におけるオンラインによる日本語教室 

 

 

（２） 留学生を中心とした日本語教育の取組 

 

     ①来日前日本語教育プログラム（150 時間） 

   ②オンデマンド教材を活用した反転授業 

 

 

（３） 就労を目的とした日本語教育の取組 

 

① 定住外国人に対する就労日本語教育研修におけるオンライン日本語教育 

② e ラーニングシステムと対面授業を組み合わせた就労日本語研修 

 

 

（４） 難民・避難民に対する日本語教育の取組 

 

① ウクライナ避難民に対するオンライン日本語教育 

② 定住後の第三国定住難民に対するオンライン日本語教育 

 

 

（５） 児童生徒等に対する日本語指導の取組 

   

 

※コラム：日本語学習支援ツールの紹介 

 ①「生活者としての外国人」のための日本語学習サイト 

  「つながるひろがる にほんごでのくらし」（通称：つなひろ） 

② 「JF にほんご e ラーニングみなと」（通称：みなと） 
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（１）地域における日本語教育の取組 

①自治体間の連携協定によるオンライン日本語教室  

【長野市商工観光部観光振興課 インバウンド・国際室】 
対象 長野地域連携中枢都市圏に在住する外国人 
目的 ・外国人住民が地域で安心して暮らすことができるよう、日常生活に

必要な日本語を学習する機会を広く提供する。 
・外国人住民と日本人住民が交流する機会を設け、地域との繋がりを
つくり、多文化共生を推進する。 

レベル 入門～初級（A1～A2 相当） 
教育手法 オンライン 
学習者数 35 名（令和 4 年度） 
学習時間 総授業時間：156 時間（1 回 2 時間×全 78 回） 

年 3 期開催、午前・午後クラスを選択。フィールドワーク 2 時間 
日本語教師 コーディネーター１名、日本語教師７名、日本語交流員１３名 （令和

4 年度） 
使用ツール Zoom、マイク、カメラ、スピーカー 
言語活動 話す（やり取り・発表）、聞く、読む、書く、日本事情・日本理解 
教材 「いろどり 生活の日本語」（国際交流基金）、副教材「長野県・連携

市町村の紹介コラム」（やさしい日本語で記載）、長野市多言語相談窓
口の案内等 

評価 学習者アンケートを実施（自己評価を含む） 
 
＜実施内容及び工夫した点＞ 
・長野地域連携中枢都市圏ビジョン「広域連携による多文化共生推進事業」及び文化庁「地

域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」（長野県からの間接補助）として 2 市２町
１村が参画し「ほくしんオンライン日本語教室」をモデル教室として開催。 

・学習者が地域とつながる機会の創出を目指し、長野県から派遣された地域日本語教育コー
ディネーターの運営支援の下、日本語教師と日本語交流員がオンラインで日本語授業・学
習支援・交流活動を連携して行った。 

・授業の流れとしては、事前打合せ→オンライン授業（ブレイクアウトルームで対話練習を
含む）→事後打合せとし、コースには学習者が日本語を使って地域と交流できるよう対面
授業やフィールドワーク（防災教室やスピーチ大会など）を組み合わせて実施した。 

 
＜成果と課題＞ 
・地域における日本語教育の目的に対応した活動として、オンライン

日本語教室とフィールドワーク等の対面交流による学習活動を組み
合わせ、地域とつながる機会の創出と学習機会の確保を可能とする
モデルとなった。 

・学習者アンケートでは、病院、消防・救急や市役所窓口に関する学
習の要望等が挙げられた。これらはフィールドワークに適している
と考えられ、今後も生活情報の理解も含めた教室活動をデザイン
し、学習者の生活に役立つ日本語教室としたい。 

・オンラインの日本語教室であっても、地域住民との交流活動等を組
み込むことで「生活者としての外国人」に対する日本語教育の効果
を高めつつ、教室開催による多文化共生を促進したい。 
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（１）地域における日本語教育の取組 

②島 嶼
し ょ

部等の遠隔地に対するオンライン日本語教室 

【公益財団法人愛媛県国際交流協会】 
対象 県内島嶼部等に在住する外国人技能実習生等 
目的 日本語学習機会のない地域に居住・就労する外国人に ICT を活用し

た日本語教室を開催することにより教育モデルを形成する 
レベル A1～A2（熟達度別に２クラス） 
教育手法 オンライン・ハイブリッド 
学習者数 ２０名（フィリピン、ベトナム、ブータン、タイ等） 
学習時間 ８月～1２月（毎週日曜日）1 回 70 分 

 オリエンテーション、インタビュー、交流会を含む 
日本語教師 コーディネーター１名、日本語教師３名、アドバイザー1 名、 

ICT 補助２名 
使用ツール Zoom（講師自宅と学習者自宅等をつなぐ） 

SNS（Facebook）の活用（宿題提出、資料・課題やり取り、連絡） 
言語活動 話す（やり取り・発表）、聞く、読む、書く、日本事情・日本理解 
教材 自主作成教材 
評価 インタビュー・自己評価 

 

＜実施内容及び工夫した点＞ 

・学習者・日本語教師が学習活動に集中するため、ICT 環境整備の必要性を感じ、運営補助

者を導入した。これにより機材や接続のトラブルなどに対応でき、授業の質が向上した。 

・モチベーション維持のため修了証を発効するなど、目標をもって学習できるようにした。 

・オンライン中継によるホームビジット体験などを通じ交流機会を創出することに努めた。 

・教師不在の時間・日本語学習以外の時間を意図的に設定し、学習者同士が母語や日本語を

使い交流できるようにした。地域の外国籍住民に言語対応の協力を得た。 

・監理団体や企業に日本語学習の進捗について定期報告を行い、協力関係構築に努めた。企

業訪問を通じてコーディネーターと学習者が対面する機会創出など、企業の協力によりオ

ンラインと対面を組み合わせる活動が実現できた。 

 

＜成果と課題＞ 

・ICT の活用により、日本語教室設置開催の物理的・経済的課  

題を一定程度解決し、日本語学習機会確保につながった。 

・円滑な教室運営のためには教師の他、ICT に関わる運営補

助、多言語対応等の役割を担う人材との連携協力が必要であ

る。 

・地域における日本語教育では、オンラインだけの支援には限

界がある。学習者の日本語能力の伸長だけでなく、対面によ

る関係づくりはコミュニティに参加する上で必須であり、オ

ンラインと対面の組み合わせによる教育活動をどのように

設計していくかが課題と言える。  

https://www.epic.or.jp/index.php
https://mext.ent.box.com/file/1123759625027
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（２）留学生に対する日本語教育の取組 

① 来日前日本語教育プログラム（150 時間） 

 【ウィズコロナにおけるオンライン日本語教育実証事業より】 

対象 留学生として来日を予定する日本語学習者 
目的 入国前に在留資格「留学」取得要件である JLPT N5 相当の日本語能

力を習得するとともに、来日後の生活・学習の基盤を構築する。 
レベル A1 
教育手法 オンライン・一部オンデマンド型 
学習者数 １８名 
学習時間 総時間１５０時間 

・1 日４時間（オンライン２時間＋オンデマンド２時間） 
週３日×12 週 

・文字学習４時間、終了時総復習 2 時間 
日本語教師 主任教員がコース設計し、日本語教師３名がチームで指導 
使用ツール Zoom、マイク、カメラ、スピーカー、Learning BOX 
言語活動 話す（やり取り・発表）、聞く、読む、書く、日本事情・日本理解 
教材 オンデマンド教材（自主作成教材：読む・書く・日本事情のみ） 
評価 事前・事後の筆記テスト（文字、文法、聴解、読解、語彙）及び 

会話（口頭インタビュー試験） 
 

＜実施内容及び工夫した点＞ 

・オンライン授業で集中力が維持できるのは２時間程度と想定し、オンデマンド２時間（非

同期 LMS）とオンライン（同期・双方向）２時間に区切った授業計画とした。 

・会社員等を含む学習者の負担を考慮し週３日、夜の時間帯にクラスを設定した。 

・ストレスのない学習環境となるよう、学習者の画面サイズや通信環境、使用機器などの把

握に努めた。また講師の発話する音声の品質が一定になるよう工夫した。 

・「話す（やり取り）」はブレイクアウトルームを使用し学習者同士の発話機会を増やす工夫

をした。ルーブリックによる評価を実施し学習者にも評価の観点の意識付けができた。 

・初学者のオンライン教育という学習者の不安・心理状況に配慮し、各国語の言語スタッフ

を配置するとともに、LMS や LINE などで質問対応や言語補助等のサポートを行った。 

 

＜成果と課題＞ 

・今回実施した同期・非同期型学習は、対面による 150 時間授業と変わらない学習効果が

得られた。「書くこと」は事前テスト 30.1%から事後テスト 80.2％と特に伸長した。漢

字はオンデマンド学習のみとしたが、各自のペースで学習できたため、終了時は全員ほぼ

満点を取っていた。 

・言語対応スタッフによる媒介語での支援により、授業の理解度だけでなく、モチベーショ

ン維持にも効果が見られ、出席率は９割、退学者は 2 名であった。本コース修了者の数名

が留学生として来日し日本語学習を継続している。 

・毎回の復習として、練習ノートに自分のことについて書き提出することにより、表現する

力が向上し、話す力にも伸びが見られた。 

https://www.nihongo-ews.bunka.go.jp/infomation/onlinenihongo#document
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（２）留学生を中心とした日本語教育機関の取組 

② オンデマンド教材を活用した反転授業 

【ウィズコロナにおけるオンライン日本語教育実証事業より】 

対象 留学生として来日を予定する日本語学習者 
目的 オンデマンド教材を活用した事前学習を行い、オンライン授業で運用

力を高めることにより、来日前に日本語能力の向上を図る。 
レベル A１ 
教育手法 オンライン・オンデマンド 
学習者数 ６名（渡日前留学予定者） 
学習時間 総時間６０時間（1 日２時間×週５日×６週間） 
日本語教師 ６名 
使用ツール Zoom、AI 記憶アプリ Monoxer、マイク、カメラ、スピーカー 
言語活動 話す（やり取り・発表）、読む、書く 
教材 オリジナル教材（PPT、文字学習アプリ） 

評価 「身の回りの簡単なことについてやり取りができる。ある程度のまと

まった内容で自己紹介ができる。」について、学校独自テスト及びス

ピーチ評価を実施。 

 

＜実施内容及び工夫した点＞ 

・コロナ禍により来日が遅れ、待機期間中に学んだ日本語を忘れてしまう学習者もいたた

め、独自のオンデマンド教材による学習を取り入れることで、自習習慣を付け、個々のレ

ベルに応じた学習ができるようにした。 

・反転授業を取り入れ、オンライン授業時には口頭運用練習に時間を割き、運用力向上を図

った。スピーチを授業に組み込むことで、オンラインでも緊張感をもって発表し、教師に

よる評価・フィードバックをし、達成感を感じられるよう工夫した。 

・文字指導は、アプリを活用し学習コンテンツを作成し指導を行い、評価を随時フィードバ

ックしていくことで、定着を高めるようにした。 

 

＜成果と課題＞ 

・オンデマンド教材による事前学習を取り入れたことで、オンライン授業時間内の学習者の

発話量を増やすことにつながり、コミュニケーション力が従来の学習者よりも向上した。 

・文字学習は個々のペースで学習できるアプリが効果的であるが、教員が学習の進捗管理と

フィードバックや指導に努める必要がある。 

・オンライン授業であったため、スピーチを複数名の教員で評価できた点も、学習者・教員

双方に有益であった。授業内で発表、フィードバックを得るという流れを作れたことで、

学習者は発表内容を改善しようという意識が持てるようになっていった。 

・オンデマンドの活用からオンラインと組み合わせた授業と、評価までの一連の授業設計が

教師研修と併せて計画的に実施できたことで、短期ではあるが一つのモデルとなった。 

・今後、録画が簡単にできることを生かして、録画をもとに学習者に詳細なフィードバック

を行うなど、授業以外にも録画機能を活用すると、指導効果が向上すると思われる。 

https://www.nihongo-ews.bunka.go.jp/infomation/onlinenihongo#document
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資 料 ４ 

国語分科会 (R6.3.11) 

（３）就労を目的とした日本語教育の取組 

①定住外国人に対する就労日本語教育研修におけるオンライン日本語教育 

【一般財団法人日本国際協力センター（外国人就労・定着支援事業）】 
対象 身分に基づく在留資格（「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶

者等」及び「定住者」）を有する定住外国人 
目的 ・求職活動や、就業に必要な日本語の習得、求職活動や日本の職場習

慣知識を習得 
・日本における安定的な就職及び職場定着の促進を図る 

レベル レベル１（A1 相当）、レベル２（A2 相当）レベル３（A2 相当） 
教育手法 オンライン ※別途対面型のコースもあり 
クラスあたりの定
員とクラス数 

レベル 1：6 人×2 グループ×10 クラス 
レベル 2：8 人×2 グループ×36 クラス 
レベル 3：10 人×2 グループ×30 クラス 

学習時間 ZOOM 2 時間×36 回、LMS （動画・クイズ・テスト）2 時間×16 回
各レベル１００時間 

日本語教師 主任教員がコース設計し、日本語教師約３名がチームで指導 
使用ツール Zoom 、Edulio、 マイク、カメラ、スピーカー 
言語活動 話す（やり取り・発表）、聞く、読む、書く、日本の職場習慣等 
教材 「しごとの日本語」（一般財団法人日本国際協力センタ JICE）ほか 

配布資料等 
評価 レベル判定テスト、語彙・表現・会話テスト 

 
＜実施内容及び工夫した点＞ 
・対面型と同じように、就労に必要な日本語及び職場習慣を 

身に付けるとともに、自身のキャリアについて考えられる 

よう支援を行う。 
・一つの画面で学習者を確認できるよう定員を少数に設定。 
・初めて日本語を学ぶ者も含まれることから、オリエンテーシ

ョンや伝達事項等は多言語での対応としているが、学習者は

多国籍であるため、日本語による直接法での指導を実施している。 
  
＜成果と課題＞ 
・全日程オンラインにすることによって、教室から遠距離に住む学習者や、育児などの都合

など、教室に通うことが困難な学習者に目的やレベルに応じた日本語学習機会を提供でき

るという点に大きな成果がある。 
・LMS の効果的な活用（一人でも会話練習ができる動画など）により、自身が分からない

ところを自分のペースで、反復学習することができる。 
・職場習慣としての、お辞儀やうなずき、立ち位置、声の大きさ、トーン、細かい所作など

の指導は難しい。 
・学習の継続にはモチベーションの維持が必要不可欠であり、学習コミュニティの形成や動

機付けの面で、対面に比べ、オンラインはやや弱い面がある。 
・オンラインによる指導ができる日本語教師の育成・確保が課題である。 

https://www.jice.org/tabunka/course/
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資 料 ４ 

国語分科会 (R6.3.11) 

（３）就労を目的とした日本語教育の取組 

② e ラーニングシステムと対面授業を組み合わせた就労日本語研修  

【県と日本語教育機関との連携事業】 
対象 県内の大学・専門学校・日本語学校に在籍する留学生で、県内もしく

は日本国内での就職を希望する者 
目的 外国人留学生の日本企業への就職を支援するため、ビジネス日本語能

力を身に付ける。 
レベル B2（開始時に日本語能力試験 N2 以上） 
教育手法 e ラーニングシステムとスクーリング（対面）の併用 
学習者数 1 クラス２０名 
学習時間 ６か月：総時間７５時間 

・e ラーニングビジネス日本語：１週（５時間）×12 週 
・スクーリングビジネス日本語（３時間×５回） 

日本語教師 主任教員がコース設計し、日本語教師２名がチームで指導 
使用ツール e ラーニングシステム 
言語活動 話す（やり取り・発表）、聞く、読む、書く、日本事情・日本理解 
教材 自主開発の e ラーニングシステム 
評価 事前・事後のレベル判定テスト 

 

＜実施内容及び工夫した点＞ 

・県の委託として実施したプログラムで、就職活動を前にビジネス日本語を e ラーニングで 

 学習しながら、スクーリングを挟み、面接や社内コミュニケーションスキル等のトレーニ

ングを行う方式を実施した。 

・多様な機関の日本語能力及び既習事項が異なる学習者が対象であるため、e ラーニングで

苦手な部分を何度も繰り返し学ぶことができ、学習時間も個別に計画できるようにした。 

・個別の学習計画及び学習進度を都度確認し、担当講師が指導できるようにした。 

・学習の理解・定着の確認及び運用能力の伸長を図るため、スクーリングを組み合わせて実

施した。学習者間の交流を図るとともに及び所属教育機関の担当者も参加することで、学

習状況を把握でき、各人が緊張感を持てるように努めた。 

 

＜成果と課題＞ 

・日本での就労を目指す高等教育機関在籍留学生を対象としたため、学習意欲は総じて高い

ものの、日本語レベルや日本での就労に対する背景知識及び経験の差があった。そこで、

e ラーニングにより基本的な言語知識を習得することを主軸にし、自律的学習及び理解度

の確認、質問対応、学習コミュニティづくりを対面（一部オンラインを含む）で行うこと

を通じ、高い学習効果を得られた。 

・e ラーニングシステムでは視聴回数及び時間や学習小テスト結果等、学習者個人の進捗を

確認し、個別の学習支援を行った。スクーリングを挟むことでモチベーションが高まり、

運用能力にも意識を向けることができた。 

・日本での商習慣やマナー等は「知っていること」と「実際にできること」は結び付かない

こともあるため、対面指導により立ち振る舞いや話し方を確認することが必要である。 
  



 

27 
 

資 料 ４ 

国語分科会 (R6.3.11) 

（４）難民・避難民に対する日本語教育の取組 

①ウクライナ避難民に対するオンライン日本語教育 

【複数の日本語教育機関による実施】 
対象 来日し各地に定住したウクライナ避難民 
目的 定住先地域において安全・安心に生活するために生活に必要となる基

礎的な日本語教育支援を行う。 
レベル A1 
教育手法 オンライン 
学習者数 1 クラス５名（青森、秋田、東京、神奈川、京都、佐賀等） 
学習時間 総時間１５０時間 

コースを選択：平日の午前・午後・土日開催、1 日５時間×３０日、
1 日３時間×５０日、1 日 2 時間×７５日 

日本語教師 主任教員がコース設計し、日本語教師３～５名がチームで指導 
使用ツール Zoom、Google Classroom、SNS、タブレット及び Wi-fi 貸与 
言語活動 話す（やり取り・発表）、聞く、読む、書く、日本事情・日本理解 
教材 「はじめまして にほん」「つながるひろがる にほんごでのくらし」

（文化庁）、「いろどり 生活の日本語」（国際交流基金）など 
評価 インタビューテスト、アンケート 

 
＜実施内容及び工夫した点＞ 
・ウクライナ避難民を受け入れた地方公共団体に日本語教室がない、または受入れ可能な日

本語教室がない場合の緊急対応として、令和４年から５年にかけて国費によりオンライン
で 150 時間の日本語教育プログラムを日本語教育機関の協力により提供した。 

・コース開始時のオリエンテーションやカウンセリング等、言語対応スタッフによるサポー
トを行い、学習不安を軽減しモチベーションの維持に努めた。 

・市役所内に PC を設置し、市職員らが見守る中オンライン日本語教室に参加する形式を取
ったケースがあり、避難民の精神面及び日本語運用の面でも効果が高かった。 

・Google Classroom などのツールを活用し、教材閲覧、課題提出など学習管理を行った。 
・欠席者には授業の録画 URL を送ることで、学習進度への影響を抑えることができた。 
 
＜成果と課題＞ 
・オンラインの場合、対面授業に比べ、開始時に参加者間の関係性の構築や動機付けが難し

い面がある。また日本語学習経験がない学習者は特に初回参加時に不安が強いことから、
言語対応スタッフが必要であり、学習相談を含めた丁寧なサポートが求められる。 

・年齢・学歴等も多様な学習者が混在する入門レベルで、媒介語を用いずオンライン教育を
行うことに鑑み、クラス人数を５名程度少なく設定することで理解の確認が円滑に進み、
学習効果が高まった。 

・全国に散住する避難民への日本語学習機会の確保という面では、オンラインよる教育は有
効と言える。日常生活に必要となる日本語を短期間で確実に身に付けたいというニーズに
対応することができ、日本語能力の習得の面では一定の成果が得られた。 

・しかし、１日に３～５時間の画面を介した授業は、言語学習としては負担が強く、小まめ
に休憩を入れるなど集中力を維持するための配慮を要した。 

・日本人との交流や定住先地域・文化理解、地域コミュニティへのつなぎは行えていない。 
・LMS や SNS の活用により学習管理や教材活用、出欠席確認等で日本語教師の負担軽減と

なるとともに、学習者の課題提出等も容易になるため活用が促進されるとよい。 
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資 料 ４ 

国語分科会 (R6.3.11) 

（４）難民・避難民に対する日本語教育の取組 

②定住後の第三国定住難民に対するオンライン日本語教育 

【公益財団法人名古屋 YWCA】 
対象 定住支援施設を退所した第三国定住難民（家族） 
目的 定住先地域において安全安心に生活するための自立的な日本語学習

のための支援及び地域コミュニティへの参加を促進する 
レベル A２ 
教育手法 オンライン 
学習者数 １６名（ミャンマー、無国籍） 
学習時間 総時間９６時間：1 日２時間×週１日×４８週 

 そのほか学習発表会・地域交流会など 
日本語教師 日本語教育コーディネーターがコース設計し、日本語教師５名がチー

ムで指導 
使用ツール Zoom、マイク、カメラ、Wi-fi 及びタブレット貸与 
言語活動 話す（やり取り・発表）、聞く、読む、書く、日本事情・日本理解 

双方の文化理解・相互理解 
教材 教材（自主作成）、「つながるひろがる にほんごでのくらし」社会参

加のための日本語通信講座  等 
評価 事前・事後のインタビューテスト及びポートフォリオ評価 

 
＜実施内容及び工夫した点＞ 

・対象となる第三国定住難民は、首都圏の定住支援施設で対面による 572 時間の日本語教育

プログラムを終了し、愛知県内の複数自治体に定住している。通常は対面実施だが、コロ

ナ禍の影響下で日本語学習を継続するため、オンラインによる日本語教育を実施した。 
・一人ひとりのライフステージ及び学習ペースに応じて必要とされる日本語力（各技能）を、

継続して学び身に付けることができるよう指標を設け、コース設計を行った。 
・コロナ禍で孤立しがちな学習者が週に１度の日本語学習活動を通じてコミュニティの断絶

を防ぎ、自己表現できること、目標を持って自律学習を継続していけるようにサポートす

ることを重視し、課題達成型の他者との関わりを通じて楽しく学べるような構成とした。 
・オンラインによる日本語学習に際して、タブレット操作等に不慣れな学習者には事前研修

を行い、操作に慣れるための時間を取ることで、初めてのタブレット使用が可能となった。 
 

＜成果と課題＞ 

・オンライン日本語教室の参加を通じて ICT スキルを習得し、社会参加の

ツールが増えた学習者もいた。一方で、一定の研修は行ったものの、初

期はオンラインの接続がうまくいかない等のタブレット等のトラブル

で授業に参加できない学習者がいた。ICT を活用した教育においてデジ

タルデバイドの問題は大きな弊害要素となる。 
・子供を含めた家族単位での参加が主となる難民のための日本語教室にお

いては、個別の学習ニーズや精神面でのケアを含めた相談対応を行うこ

とはオンラインでは難しく、また教育活動への地域住民の参加や交流な

どの面で、対面による指導のほうが有効であると思われる。 
・現在は、オンラインと対面の両方の形式での日本語教室を継続しており、こういった選択 

可能な形が維持できることが望ましいと思われる。 

https://www.nagoya-ywca-japanese-teacher.jp/article/category8/643/
https://www.nihongo-ews.bunka.go.jp/contents/view?id=918
https://www.nihongo-ews.bunka.go.jp/contents/view?id=918


 

29 
 

資 料 ４ 

国語分科会 (R6.3.11) 

（５）児童生徒等に対する日本語指導の取組 

【三重県教育委員会×特定非営利活動法人青少年自立援助センター定住外国人支援事業部 

YSC グローバル・スクール】   
対象 三重県各市町の公立小中学校に在籍する日本語指導が必要な外国人

児童生徒（外国籍、日本国籍・重国籍含む） 
目的 日本語指導を必要とする全ての外国人児童生徒が、より適切に日本語

レベルに応じた日本語指導や学習支援を受けることができるように
する 

レベル １1 の講座の中から個々の児童生徒に適した講座を受講 

教育手法 同時双方向オンライン型 

学習者数 ５０名（令和４年度） 

学習時間 正規カリキュラムの年間 200 日間を 10 のタームに分割し、1 タ
ームあたり 20 日間（約 1 か月間）を単位として次のレベルへステ
ップアップする形式 

日本語教師 1 日当たり、日本語教師最大 3 名、教科学習支援担当最大 5 名、 
多文化コーディネーター2 名が担当 

使用ツール Zoom、マイク、カメラ、スピーカー 

言語活動 日本語初級クラス（3 レベル＋小学校低中学年向けクラス 2 レベ
ル）、算数、数学、英語、理科、社会、国語を各学年・日本語力別・ニ
ーズ別に開講 

教材 予算の範囲で県が負担 

評価 ― 

 
＜実施内容及び工夫した点＞ 
・三重県では、2016 年度から遠隔による日本語指導に知見を有する YSC グローバル・ス

クールに委託し、NICO PROJECT（ニコ・プロジェクト）として同時双方向オンライン
講座（日本語指導・学習支援）を実施。就学年齢の児童生徒に対し、基本的な日本語力が
早期に身に付くよう初期集中的な支援を行っている。（YSC では三重県以外に在住の児童
生徒も同じ講座を実施している。） 

・教育方法としては、小中学校の教室と YSC をオンラインでつなぎ、YSC の日本語教師が
授業を行い、学校側の教室には児童生徒と学習支援者がいる形式で実施している。 

・基本的な日本語が理解できるようになった後は、日本語と教科の橋渡しを目的としたクラ
スで学びながら、段階的に学校生活への移行を目指す。生活言語を一定程度確立した子ど
もに対しては、学習言語の育成を目的とした放課後学習支援を学年別に実施。 
 

＜成果と課題＞ 
・日本語指導を必要とする外国人児童生徒は増加しており、

在籍校は 491 校中 247 校で過去最多となっている（令和
５年 5 月 1 日時点）。外国人散在地域では、日本語指導の
支援員を配置することが困難なため、専門機関が遠隔によ
る日本語指導を行うことは一つの選択肢として有効と言え
る。 

・令和４年度からは希望する全ての児童生徒を受講可能とし
て実施したが、引き続き、受講時間数や受講者数の面でより適切に日本語指導を受けるこ
とができるようにしていく必要がある。また、児童生徒に対する日本語教育を行う専門人
材の確保と ICT 活用スキルの習得が急務である。 

https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0045300074.htm
https://www.kodomo-nihongo.com/activity/index.html
https://www.nihongo-kodomo.net/
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コラム：日本語学習支援ツールの紹介 

① 「生活者としての外国人」のための日本語学習サイト 
「つながるひろがる にほんごでのくらし」（通称：つなひろ） 
 

「つながるひろがる にほんごでのくらし」（通称：つなひろ）の特徴を紹介します。 

日本語教室がない地域に住む外国人が社会から孤立したり、地域で十分に力を発揮できない状況

を改善するため、独学で生活に必要な日本語の学習ができる ICT を活用した学習コンテンツです。 

 

〇生活に根差した内容 

つなひろは、動画の視聴を中心に日本語を学習することを提案しています。生活に根差した全３９

シーン、全１０５場面の学習を通じて、生活に必要な日本語を学びます。日本語学習経験がない人で

も、使われている表現や言葉を学べるよう多言語で利用が可能で、現在１８言語で展開しており、今

後も言語を増やしていく予定です。 

※中国語（簡体字）・中国語（繁体字）・英語・フィリピノ語・フランス語・インドネシア語・クメール（カンボ

ジア）語・韓国語・モンゴル語・ミャンマー語・ネパール語・ポルトガル語・ロシア語・スペイン語・タイ語・ウク

ライナ語・ベトナム語・日本語 

 

生活場面を収録した動画   

生活場面をイメージできるよう、動画を主体に教材化しました。

動画には、「日本語」「ローマ字」「外国語」の字幕を選んで表

示できるようにしました。  

 

多様な学習コンテンツ  

学習項目は、動画中の「フレーズ」「語彙」から抽出し、動画に

ない「関連語彙」、関連する知識として「生活・社会・文化的情報」を提示しています。 

動画中の「文型」を解説する動画も作成しました。これらの要素を定型化し、どのテーマでも同じリ

ズムで学習できるようにしています。  

 

活用方法  

つなひろは無料公開しています。外国人の方々にご紹介いただくとともに、日本語教室の活動にも

是非ご活用ください。 

 

 

 

 
 

 
  

https://tsunagarujp.bunka.go.jp/
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コラム：日本語学習支援ツールの紹介 

② JF にほんご e ラーニング みなと （通称：みなと） 

 

「日本語を学びたいけど、近くに教室がない。」 

「仕事や家事で忙しくて、決まった時間がとれない。」 

「興味はあるけど、気軽に学べないかな？」 

国際交流基金関西国際センターは、地理的、時間的制約によって、日本語

の教室に通うことができない学習者や、これから学習を始めたいという

世界中の人々に日本語を学ぶ機会を提供するため、日本語学習プラット

フォーム「JF にほんご e ラーニング みなと」(https://minato-jf.jp/）を公開しています。 

 

「オンラインコースで日本語が学べる、コミュニティで世界中の仲間と交流できる」 
「みなと」は学習と出会いの場を提供する日本語学習プラットフォームです。 
 

さまざまな日本語オンラインコースから、 

自分の興味や学習スタイルに合ったコースを選ぶことができます！ 

●レベル 

JF 日本語教育スタンダードに基づく A1～C2 のレベルで表示しています。自分のレベルに

合ったコースを探して、学習することができます。 

●コースタイプ 

インタラクティブな e ラーニング教材でマイペースに自学自習する「自習コース」、教師に

よる課題添削やライブレッスンなどのサポートが加わる「教師サポート付きコース」があ

ります。自分の学習ペースや学習スタイルに合わせてコースが選べます。 

●学習カテゴリー 

「総合」「読む」「書く」「聞く」「話す」「文法」「語彙」「かな」「漢字」「文化・社会」の学

習カテゴリーの中から自分の興味、関心に合わせてコースが選べます。  

●解説言語 

e ラーニング教材や教師の解説はコースごとにさまざまな言語で提供されます。自分に合

った解説言語のコースを選んで学ぶことができます。 

 

◆ ライブレッスン ―日本語を使ってみよう― 

「みなと」の日本語コースにはライブレッスンが受けられるものもあり、 

教師や仲間と出会い、日本語を使ってやり取りすることができます。 

◆ コースグループ ―自習でも、独りじゃない― 

自習というと、孤独に学習を進めるものというイメージがあります

が、「みなと」の日本語コースにはグループがあり、日本語コース

の参加者同士でスレッド上でやり取りすることができます。自習で

も一緒に学ぶ仲間を感じながら学べます。 

※2022 年度より日本語教師向けコースとして、「話す」「読む」など技能別の教え方を学ぶコ

ースや、e ラーニングを学習支援に活用する方法を学ぶコースなどを開講しています。 
 

https://minato-jf.jp/
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＜２：都道府県・政令指定都市を対象とした地域日本語教育に関する実態調査（文化庁）＞ 

   令和 4 年度結果及び、令和 5 年度結果（暫定版）より抜粋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表１：令和 4 年度都道府県・政令指定都市におけるオンラインによる日本語教育の実施状況（回答 66 自治体） 

そ
の
他 

     

空
白
地
域
解
消
の
た

め 
     

対
面
よ
り
時
間
や
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所
を
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ば
す
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た
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ロ
ナ
流
行
に
よ
り
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面
で
の
教
室
の
開
催

が
難
し
い
状
況
と
な
っ
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□もっと勉強したいという学習者のニーズに応えるため（青森県） 
□市町村等がオンライン形式の日本語教室を開催する場合のモデルとして示すため（千葉県） 
□日本語教室がある市街地から離れた地域に住む外国人も多く、居住地から教室へのアクセスが難しい 

ケースがあるため（愛媛県） 
□本県においては，地理的な特性により，交通の事情で講座に通えない在留外国人もいるため（鹿児島県） 
□距離や諸事情により対面式の教室に参加できない日本語学習希望者へ学習機会を提供する為（熊本市） 

表２：令和 4 年度オンラインによる日本語教育を行う（検討中）に至った理由や目的 （複数回答可） 
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表３：令和 5 年度都道府県・政令指定都市の日本語教育事業におけるオンラインを活用した取組（複数回答） 

表４：令和 5 年度都道府県・政令指定都市のオンラインによる日本語教育の実施で難しいと感じる点（複数回答） 
 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

日本語教育をオンラインで実施

日本語教育人材向けの研修をオンラインで実施

オンライン活用促進のための研修や相談対応の実施

オンライン学習用のカリキュラム、教材の開発

市町村に対するオンラインを活用した取組推進支援実施

現在は行っていないが、将来的に行う予定

行う予定はない・未定

日本語教育事業におけるオンラインを活用した取組

n = 6６ 

0 5 10 15 20

スマートフォンによる参加の場合、画面共有が難しい

学習者に通信環境に対する支援が必要

発話する受講者に偏りが出るため配慮が必要

双方向の授業を行うことが難しい

読み書きの授業での受講者の困りごとが分かりにくい

初級クラスでは指導者の負担が大きい

その他

特にない

オンラインによる日本語教育の取組で難しいと感じる点

n = 35
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表５：令和 5 年度都道府県・政令指定都市のオンラインによる支援を行う際に課題と感じる点（複数回答） 
 

0 20 40 60

オンラインによる効果的な授業の実施方法

オンラインによる日本語教育に慣れている指導者の不足

学習者への通信環境の支援方法

オンライン教育に効果的な教材の準備

発信者のオンライン環境の設備等の課題

その他

課題点はよくわからない

オンラインによる支援を行う際に課題と感じる点

n = 56

0 1 2 3 4 5 6

オンラインより対面での取組を重視しているから

学習者側のオンライン環境に課題がある

オンラインによる日本語教育のノウハウがない

財政面に課題がある

オンラインを活用する日本語教育人材がいない

発信側のオンライン環境の設備等に課題がある

その他

オンラインを活用した日本語教育を行わない理由

n = 10

表６：令和 5 年度都道府県・政令指定都市の日本語教育事業でオンラインを活用した日本語教育を行わない理由 
（複数回答） 
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＜３：外国人の日本語教育に関する実態調査‐地域における日本語教育を中心として－ 
（総務省）より抜粋＞ 

 

 

（オンライン講座の活用について） 

文化庁は、「外国人との共生社会の実現のための有識者会議」での議論を踏まえた意見書及 

び「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」を受けて、場所を選ばず、時間や費 

用面での負担も比較的少ないオンライン講座の推進等を検討している。 

オンライン講座については、調査対象 9 都道府県及び 20 市町村のうち、1 都道府県及

び７市町村が開催しており、この都道府県及び市町村の中には、オンライン講座の活用を、

在住地域の制限なく教育を受けられる環境整備のためと積極的に捉えているところがみられ

た。 

一方で、オンライン講座を開催していても、「大人数での授業の場合、一方的な説明となり 

やすく学習支援が難しい」、「手元が見えないため、読み書きの授業の場合、何に困っている 

か分からない」など受講者とのコミュニケーションが困難であることを理由に、オンライン 

講座を新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた暫定的な措置としている市町村もみられ 

た。また、オンライン講座の推進に当たっては、文化庁が提供しているオンラインの教材の 

充実や活用方法の周知、地方公共団体や日本語教室運営団体におけるオンライン講座のノウ 

ハウの獲得が必要とする意見もみられた。 

 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_230120000162815.html
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このため、文化庁において、今後オンライン講座の活用に向けて、このような都道府県及 

び市町村における取組の実態や課題を踏まえて、取組に当たっての工夫等の情報提供といっ 

た支援方策を検討し、提示していくことが重要である。 

 

したがって、文化庁は、地域における日本語教育の推進を図る観点から、次の措置を講ず 

ることが望まれる。 

①  都道府県が市町村の要望を踏まえた支援を実施できるよう、都道府県に対し、情報 

提供をはじめとした必要な支援を実施すること。 

②  市町村が個々の外国人等のニーズ把握を的確に実施できるよう、具体的に把握すべ 

き事項やノウハウ等について情報提供を行うこと。 

③ 今後、オンライン講座の活用に向け、地方公共団体における取組の実態や課題を把 

握し、その上で、支援方策を検討し、地方公共団体に示すこと。 

 
 
 

日本語教室のオンライン講座に関する地方公共団体の意見 

 

＜国や都道府県からの日本語学習の機会の提供＞ 

・オンライン講座は、受講者が日本語教室まで移動せずに参加できるため、国や都道府県が

主導で、無料で利用時間に制限がなく、容易に参加できるものを整備してほしい。 

 

・日本語教室の受講者や受講希望者の数が少ないことから、地域ごとの日本語教室の開催

は現実的ではなく、オンライン講座による日本語教育が適している。中心部や過密地域

における日本語教室と、過疎地域におけるオンライン講座というアプローチの併用が望

ましい。また、オンライン講座には在住地域の制限がないことから、市町村単位ではな

く、国や都道府県が主導で推進する方が適している。 

 

・オンライン講座の開催は、人員やノウハウの不足のため、市町村では開催困難である。 

国主導であれば、市町村や都道府県の垣根がなく学習できるので、国主導で進めてもら

いたい。 

 

・学習に意欲的な受講者の中には、複数の日本語教室を受講している者もおり、国や都道

府県が新たにオンライン講座で授業を実施すれば、選択肢の多様化につながり学習機会

が広がる。 

 

・外国人等は、日本語教室開催地からの距離、日本語教室への通学に利用できる交通手段、

受講できる曜日等がそれぞれ異なるので、開催場所や実施方法、開催日等について多様

な日本語教室が開催されていることが望ましいが、少数の要望に応じて日本語教室を開

催することは難しい。そのため、国や都道府県がオンライン講座の日本語教室を開催す

ることで、そのような日本語教室の選択肢が多様化するのではないか。 
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・文化庁が提供しているオンラインの教材は、今後、より活用されるべきである。交流よ 

り学習が主目的である日本語教室であればオンライン講座の開催でも支障はないと思わ

れるので、学習レベルに応じた日本語教室の開催など、国や都道府県が主体となって取

り組んでほしい。 

 

・ 文化庁が提供しているオンラインの教材は、自主学習を前提としたものになっており、ま

た、指導者向けのマニュアルの内容も不足している。今後、国がオンライン講座での学

習機会の提供を進めていくためには、ⅰ）オンライン学習のための教材の充実と普及、

ⅱ）地域の日本語教室スタッフや外国人等がそれらを授業で活用できるよう、指導者の

ためのマニュアルの記載内容の充実を図る必要がある。 
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＜４：令和４年度在留外国人に対する基礎調査（出入国在留管理庁）＞ 

 

「日本語学習の困りごと」について「オンラインで学ぶことができない」が３％、日本語学習をしていな

い理由として「オンラインで学ぶことができないから」が３．１％含まれている。 

また、「都合の良い時間帯に利用できる日本語教室・語学学校がないから」も１１％ある。 

 
  

https://www.moj.go.jp/isa/policies/coexistence/04_00017.html
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＜５：ウィズコロナにおけるオンライン日本語教育実証事業 報告概要より＞ 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

オンライン日本語教育受講後の日本語の能力について、「向上した」割合（「向上した」「や

や向上した」の合計）は９６％となっており、学習者のほとんどがオンライン日本語教育プ

ログラムの受講により日本語能力が向上したと感じている。 

 

表３：オンライン日本語教育プログラムを受けて日本語能力が向上したか。（学習者 4,291 人） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オンラインによる日本語教育プログラムの継続について、「続けたい」割合（「ぜひ続けた

い」「続けてみたい」の合計）は９２％となっており、受講者の多くが今後もオンラインによ

る日本語教育を継続したいとの意思を示した。 

表４：これからもオンライン日本語教育プログラムを受講したいか（学習者 4,291 人） 
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表５：日本語教育機関がオンラインによる日本語学習機会の提供を今後積極的に取り組むべきと
思うか (日本語教師 973 人） 

 

【教育手法別の成果等】 

①  オンライン（同時双方向）型 

・ブレイクアウトルーム機能を活用し、対面授業と同様の対話環境が一部可能となった 

・Zoom の投票機能等を活用した相互評価や動画を用いたフィードバック等インタラク

ティブ性や動画撮影のしやすさといった利点があった 

・動画撮影機能を活用した動画比較指導や複数教師による評価が可能となった 

・Zoom のホワイトボード機能や Google PPT を利用し学習者の発話をリアルタイムで

文字化し、学習者自身による修正や自習も可能であった 

・外部のゲストスピーカーを招くことが容易となり外部との接触機会が増加した 

②  オンデマンド（非同期）型 

・反転授業により、授業では学習者間の相互コミュニケーションを促進する活動を積極

的に行うことで効果的な学習が実現した 

・学習進度に合わせて字幕有無を選択できる予習・復習用の動画教材を活用した事前学

習により「聞く」の能力の向上が見られた 

・個々人のペースでの文字学習が可能となるアプリ等の作成・活用による苦手意識を克

服できた 

③  ハイブリッド型 

・教室学習者とオンライン学習者が協働する教室活動等の工夫や、海外から参加する学習

者へのきめ細やかなフォロー体制を作ることにより、より効果的な学習となる 

④ ハイフレックス型 

 ・実証事業におけるハイフレックスは、対面とオンラインを合わせたハイブリッドとオン

デマンドを合わせたもの。学習者側からは、学びの選択肢が多いハイフレックス型の授

業に対する評価・要望が最も多かった。高度なスキルが求められる 
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オンライン教育の主な成果・効果 

 

●日本語学習機会の拡大につながる 

 

  ・来日前に入国後の教育と継続性のある、一定の質の教育機会が提供できる。 

  ・特に日本人との接触が限られる海外の学習者がオンラインで日本からの日本語教育 

   を受けることは日本語学習や日本留学の動機付けに大きな効果がある。 

  ・学習者層を拡大し、地理的、時間的事情等によりこれまで日本語教育を受けることが

できなかった者にも日本語教育の機会を提供できる。 

 

●教育効果が向上する 

 

  ・同時双方向性のあるオンライン環境を整えることによって、遠隔地においても対面授

業と近い教育効果の授業を実施することができる。 

  ・反転授業（予習・復習でのオンライン教育の活用による、予習・復習を前提にした授

業）が実施できることで、授業設計を変化（例：コミュニケーション能力を高めるため

の時間数の拡大等）、学習効果が向上する。 

・多様な ICT 教育素材とオンライン教育手法を組み合わせることで学習者の興味関心を

高めるとともに教育効果を挙げることができる。例えば、文字指導に時間を要する非

漢字圏の学習者に対しては ICT 教材を活用した自学自習をすることで個人差にも対応

した効果的な教育効果を期待することができる。 

 

●自律学習の促進につながる 

 

 ・オンデマンド教材の充実や LMS（learning management system：学習の進捗管理等

を行ってくれるソフトウェア）の活用により、自律学習が促進される。 

 

●教師の授業準備等の負担の軽減になる 

 

 ・オンライン環境整備により教室内に限らず授業が可能になり、授業報告もオンライン

になるため、移動時間や資料印刷等の授業準備及び授業報告等の負担の軽減につなが

る。 

 ・デジタル教材を活用することにより教材や教具の作成・準備などの負担が軽減する。 
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オンライン教育の主な課題 

 

●オンライン教育全般に関する課題 

 

 ・オンライン教育に適した適切かつ効果的な日本語教育の教育設計の考え方 

・端末や通信インフラなどの学習環境 

 ・オンライン教育に活用できる教材（テキスト、動画、ｅラーニング等）の整備 

 ・学習者の能力評価及び適切な実施           等 

 

●メディア授業（オンライン同時双方向型）に関わる課題 

 

・初学者に対する初期指導やシステム説明における媒介語の使用等指導法の在り方 

 ・学習者側の ICT リテラシーや環境 

・学習者間の関係性構築の工夫 

 ・言語活動別の日本語能力の向上のための指導の工夫   等 

 

●メディア授業（オンデマンド型）に関わる課題 

 

  ・自律学習の習慣づけの効果的な方法 

  ・反転授業以外のオンデマンド教材の活用        等 

 

●日本語教育機関におけるオンライン教育に関わる課題 

 

  ・生活・留学・就労の認定日本語教育機関においてオンライン教育を行う際の教育の質 

の確保 

  ・出席・クラス定員などの在籍管理 

  ・在留資格「留学」取得要件の一つとなっている渡日前 150 時間の日本語履修を日本語 

教育機関がオンライン教育で行う場合の教育の質の確保   

等 

 

●日本語教員養成・研修に関わる課題 

 

 ・オンライン教育の特性を踏まえた教師養成や研修の内容及びその普及 

 ・日本語教師の養成や研修を担う養成研修担当機関及び講師に対するオンライン教育の 

普及                        等 
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＜６：2021 年度海外日本語教育機関調査（国際交流基金）＞ 

 

 

国際交流基金が２０２１年度に実施した海外日本語教育機関調査では、初めてオンライン授業の

実施状況を調査したところ、全機関の 63.1％（11,525 機関）が実施していることが明らかになっ

た。オンライン授業の実施率が最も高い地域は中米（93.9％）で、次いで中東（90.2％）、南米

（86.0％）、東南アジア（84.4％）と続く。オンライン授業実施率が 9 割を超えた地域の学習者数を

みると、 中米では 195 人（前回調査比 1.1％）、中東地域では 1,082 人（同 21.9％）増加してお

り、オンライン授業がコロナ禍における日本語教育の普及に貢献していることが読み取れる。 
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＜７：地域における日本語教育の在り方について（報告）より抜粋＞ 

 

〇 オンラインによる日本語教育プログラムは、日本語教育環境の整備の観点から有効である。 

遠隔地域の学習者をつなぎ、日本語を学びながら外国人住民間のネットワークや情報交換の場

としても有効に機能することから、オンラインの活用等も含めた 環境整備を進めることが望ましい。

その際、学習者にオンライン教育を受けられる学習環境があるとは限らないため、学習環境への

配慮が必要となる。  

 

〇 一方で、日本語教室は、日本語に通じない外国人にとって日本語の勉強だけでなく、日本社会へ

つながる居場所としての役割も持っている。生活上の心配事の相談や地域住民との日本語を介

した触れ合いを通じて、少しずつ地域社会に馴染み、社会参加に向かえるよう、日本社会側との

調整を行う場でもある。オンラインによる日本語教育プログラムにおいても、その意義が失われる

ことがないよう、運営に配慮が必要である。 

 

〇 地域の日本語教室の開催場所についても、外国人が通いやすく、地域住民も参加しやすいよう、

市役所や国際交流協会、公民館や図書館、夜間中学などの学校 や大学・日本語教育機関、域

内の企業・事業者と連携・協力し、多様な場を設定することが望ましい。また、教室に通うことがで

きない学習者に対してはオンラインによる日本語教育機会の提供も検討することが必要である。 

 

〇 日本語教室での対面による学びのほか、遠隔地域から日本語教室に参加する際にはオンライン

による日本語学習機会の提供も効果的である。対面による学習に比べて教材や教具に工夫が必

要となり、またクラスの規模についても一定の配慮が求められるが、中山間地域や寒冷積雪地に

おける継続的な学習機会の確保にはオンラインによる教育は有効である。 

 

〇 教育内容及び教育方法、そして、この後示す学習時間については、多様な選択肢があることから

地域日本語教育コーディネーターと十分に検討する必要がある。必ずしもその全てを対面授業に

よる学習として想定するものではない。働きながら日本語を学ぶ場合には、授業（対面、遠隔など

様々な形式がある）による学習と並行して、インターネット上の学習コンテンツなどオンデマンドを

活用した自学自習を組みあわせた柔軟な学習を想定することもある。  

 

〇 オンデマンドで日本語を学ぶ場合、日本語教師による定期的な学習状況の確認を行うことにより

自学自習の効果を高めることができる。日本語教師は単に教室で対面の指導を行うだけでなく、

学習を側面から効果的に支える役割を果たすことも求められる。 

 

〇 日本語教育モデルの実施上の課題や、学校や企業などとの連携体制の在り方、日本語教育人材

の配置、日本語教育の予算やオンラインを含む学習方法の効果などの課題についても、実績を

踏まえた検証を行った上で、今後も改善に向けて更なる検討を行っていくことが必要である。 

  

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/hokoku/pdf/93798801_01.pdf
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＜８：日本語教育機関認定法関連基準等（案）より抜粋＞ 

 

＜日本語教育機関認定法関連基準等（案）＞ 

 

【認定日本語教育機関の認定基準（案）】 

（授業の方法） 

第 25 条 

１ 認定日本語教育機関の授業は、講義、演習、実習若しくは実技のいずれかにより、又はこれらの併用

により行うものとする。  

２ 就労のための課程又は生活のための課程を置く認定日本語教育機関は、文部科学大臣が別に定

めるところにより、当該日本語教育課程に係る前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当

該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

３ 前項の授業の方法による授業科目の履修は、当該日本語教育課程の修了に必要な総授業時数の

四分の三を超えてはならない。 

 

※感染症の拡大や災害時等において、対面による授業が困難な場合、臨時的な措置として、対面に 

相当する効果を有する遠隔授業を実施することは問題ない。 

※対面授業にゲストスピーカー等がオンラインで参画することは妨げない。 

※機関は、日本語教育課程とは別に、海外に所在する外国人に対する日本語教育の講座を置くことが

できる。（通知等で明示化） 

※上記の講座は、海外に所在する外国人に対するものであり、オンラインでの実施が想定される。 

 

【認定日本語教育機関認定基準（告示）認定日本語教育機関に関し必要な事項を定める件】 

（授業の方法） 

第４条 

１ 通信衛星、光ファイバ等を用いることにより、多様なメディアを高度に利用して、文字、音声、静止画、

動画等の多様な情報を一体的に扱うもの 

２ 同時かつ双方向に行われるもの 

３ 認定日本語教育機関において、対面授業に相当する教育効果を有すると認めたもの 

 

【登録日本語教員養成機関養成業務規定策定基準（案）】 

１ 養成課程の実施の方法に関する事項（法第６３条第２項関係） 

⑤ 養成課程の授業を、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合、当該授業の方法が、通信

衛星、光ファイバ等を用いることにより、多様なメディアを高度に利用して、文字、音声、静止画、動画等の

多様な情報を一体的に扱うもので、次に掲げるいずれかの要件を満たし、登録日本語教員養成機関にお

いて、対面授業に相当する教育効果を有すると認めたものであること。 

イ) 同時かつ双方向に行われるものであって、かつ、授業を行う教室等以外の場所において履修させるも

の 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/index.html#kikan_nintei
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ロ) 毎回の授業の実施に当たって、教授補助者が教室等以外の場所において受講者に対面することによ

り、又は当該授業を行う教授者若しくは教授補助者が当該授業の終了後すみやかにインターネットそ

の他の適切な方法を利用することにより、設問解答、添削指導、質疑応答等による十分な教授を併せ

行うものであって、かつ、当該授業に関する受講者の意見の交換の機会が確保されているもの 

 

【登録実践研修機関研修事務規定策定基準（案）】 

１ 実践研修の実施の方法に関する事項（法第４９条第２項関係） 

④ 実践研修の授業を、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合、当該授業の方法が、通信

衛星、光ファイバ等を用いることにより、多様なメディアを高度に利用して、文字、音声、静止画、動画等

の多様な情報を一体的に扱うもので、次に掲げるいずれかの要件を満たし、登録実践研修機関におい

て、対面授業に相当する教育効果を有すると認めたものであること。ただし、教壇実習に関する科目及

び模擬授業に関する科目のうち、授業の補助又はその予行演習を行う部分については、対面でなけれ

ばならない。 

イ) 同時かつ双方向に行われるものであって、かつ、授業を行う教室等以外の場所において履修させるも

の 

ロ) 毎回の授業の実施に当たって、指導補助者が教室等以外の場所において受講生に対面することによ

り、又は当該授業を行う指導者若しくは指導補助者が当該授業の終了後すみやかにインターネットそ

の他の適切な方法を利用することにより、設問解答、添削指導、質疑応答等による十分な指導を併せ

行うものであって、かつ、当該授業に関する受講者の意見の交換の機会が確保されているもの 

 

【登録実践研修機関の登録、研修事務規定の認可等、登録日本語教員養成機関の登録及び養成業務

規定の届出等に当たり確認すべき事項（案）】 

１ 登録実践研修機関の登録及び研修事務規程の認可等に関する事項 

（１） 実践研修の実施方法に関する事項 

③ 研修事務規程策定基準１の③に規定するオンライン授業のうち、オンデマンドのものについては、

①LMS（Learning Management System）やメール等により、各回の授業を受講するたび 

に、受講者が教員やその補助者に対し、質問し、すみやかに回答を得られる体制であること、②

LMS の交流機能や対面やオンラインによる受講生同士の交流の場の確保により、受講生同士

が議論を行える機会が科目ごとに確保されていることについて確認することとする。 

 

 

２ 登録日本語教員養成機関の登録及び養成業務規定の届出等に関する事項 

（１） 養成課程の実施方法に関する事項 

④ 養成業務規定策定基準１の⑤に規定するオンライン授業のうち、オンデマンドのものについては、

①LMS（Learning Management System）やメール等により、各回の授業を受講するたびに、

受講者が教員やその補助者に対し、質問し、すみやかに回答を得られる体制であること、②LMS 

の交流機能や対面やオンラインによる受講生同士の交流の場の確保により、受講生同士が議論

を行える機会が科目ごとに確保されていることについて確認することとする。 
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